
 

 

「おいしい信州ふーど」ＳＨＯＰの登録に関するガイドライン 

 

 

｢おいしい信州ふーど｣ＳＨＯＰ登録要領（平成 25 年９月 25 日付け 25 農政マ第 98

号。以下「登録要領」という、）第 10 による「おいしい信州ふーど」ＳＨＯＰの登録

に関し必要な事項は、本ガイドラインに定めるところによるものとする。 

１ 取扱店 

登録要領第１に規定する食材を取扱う販売店及び飲食店等は、実店舗を有しない

いわゆるネットショップや持ち帰り・配達飲食サービス店を含むものとする。 

なお、その場合、登録店は、登録要領第５(3)で提供するポップや「おいしい信州

ふーど」のデザイン等を活用し認知度向上に努めることとする。 

２ 所在地 

登録要領第３に規定する所在地は、ポップ等販促資材が送付された際に受け取れ

る住所とする。調理を行う移動販売のように営業場所が異なる場合は、様式第１号

のお店からのメッセージ・ＰＲポイント又は「おいしい信州ふーど」ネットＳＨＯ

Ｐ申込フォームのお店の紹介文欄に記載するものとする。 

３ 登録の要件 

登録要領第４(1)に定める登録の要件について、消費者への提供形態（販売・調理

提供）に対応して以下のとおりとする。 

(1) 共通 

○「おいしい信州ふーど」食材の調理提供・販売期間について、必ずしも通年で

あることを要しない。ただし、消費者へ確かな情報を提供するため、調理提供

期間・販売期間の予定をホームページやＳＮＳ等により表示するよう努めるも

のとする。 

(2) 販売する店舗（総合スーパー、ミニスーパー、農産物直売所、酒屋等） 

○酒屋については、原産地呼称管理制度、ＧＩ長野の認定を受けた酒類を販売し

ていること。 

○酒屋以外の店舗については、「おいしい信州ふーど」食材を販売するとともに、

商品ポップに「おいしい信州ふーど」食材である旨を表記するなど、積極的な

ＰＲを実施していること。 

(3) 調理提供する店舗（飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス店） 

○「おいしい信州ふーど」を主たる食材として用いたメニューを提供し、「おい

しい信州ふーど」の名称や長野県産農産物であることをメニュー等に表記する

など積極的にＰＲしていること。 

○主たる食材の判断基準ついては、別表のとおりとする。 

 



 

 

(4) 宿泊施設 

以下のいずれかの要件を満たすこと 

・ 食事提供の際に、「おいしい信州ふーど」を主たる食材として用いたメニュー

を提供していること。 

・ 宿泊客自身が調理するサービスを提供している場合は、「おいしい信州ふー

ど」を主たる調理用食材として提供していること。 

・ 泊食分離の取組として、「おいしい信州ふーど」を主たる食材として提供し

ている周辺の飲食店等を積極的に紹介していること。 

・ 売店等において「おいしい信州ふーど」食材を販売するとともに、商品ポッ

プに「おいしい信州ふーど」食材である旨を表記するなど、積極的なＰＲを

実施していること。 

・ 地元生産者等と連携し、朝市や果物狩りなどの催しを定期的に開催してい

ること。 

 

４ 登録時に添付する書類 

登録要件の確認のため、要領第５(1)に規定する手続きにおいては、以下の書類を

添付するものとする。 

○「おいしい信州ふーど」食材の仕入れ状況が確認できる書類の写し（共通） 

○料理の写真・メニューの写し（調理提供の場合） 

○制度の認証マークがわかる商品写真又は認定証の写し（サステイナブル） 

 

５ 公式ホームページ掲載削除と再掲載 

登録要領第７(1)に定める公式ホームページに掲載した情報について、登録店から

の登録又は変更申込の内容と異なる可能性が生じた場合には、消費者に対して確か

な情報を提供するという目的を鑑み、長野県農政部農産物マーケティング室の判断

で掲載を削除する場合がある。 

削除後、登録要領第８(3)に定める登録店からの手続又は第９に定める県の現地確

認により確かな情報の提供が可能となった場合には再掲載する。 

 



 

 

（別表） 

店舗形態に応じた「主たる食材」の判断基準 

店舗形態 登 録 要 件 

そば・うどん

ラーメン店 

○そば店は、長野県産のそば粉を使用していること。ただし、つ

なぎの原料（小麦粉など）については、県産であることを要し

ない。 

○うどん・ラーメン店は麺の原料に長野県産の小麦粉を使用して

いること 

焼肉店等 
肉料理店 

長野県産の肉を使用していること。ただし、全ての肉が長野県産

であることを要しない。 

上記以外の 

飲食店 

長野県産の農畜水産物の特徴を活かしたメニューを提供している

こと。 

（例：すんきそば、おしぼりうどん、やたら丼、きのこパスタ、

レタスチャーハン、長芋グラタン、有機野菜のサラダなど） 

おやき 

（焼き餅） 

販売のみの場合も含め、以下のとおりとする。 

○具（野沢菜、丸なすなど）については、長野県産を使用してい

ること。 

○外皮の原料（小麦粉など）については、県産であることを要し

ない。 

 


